
i

はしがき

　本書は、DAO（分散型自律組織）について、その仕組みと組成・運営に当
たって直面する法律問題について解説するものである。
　DAOは、ブロックチェーン技術の誕生とともに生まれた新しい組織であ
り、現時点では一般的に知られていないため、本書では、まず、その仕組み
について解説している。また、国内外（主に外国）における実際のDAOの
事例を紹介し、読者に具体的なイメージをもっていただけるように努めた。
法律論については、DAOの組成に関する法律に加えて、DAOの組成・運
営に必須のトークンに関する法律について解説している。
　DAOという分散型自律組織は、
　①　株式会社との比較を通じて、組織はどうあるべきか
　②　意思集約の方法を通じて、民主主義とはどうあるべきか
　③�　プロジェクトに対する人のかかわり方を通じて、人々の働き方はどう

あるべきか
について大きな示唆を与えてくれる。
　具体的には、株式会社では社内的には経営陣をトップとしてピラミッド型
組織で運営されているが、それは所与のものではなく、経営陣不在での経営
があることをDAOは示唆している。
　意思集約の方法としても、さまざまな方法があり、多数決という方法だけ
ではなく、クアドラティック・ボーティングやホログラフィック・コンセン
サスといった新しい手法があることをDAOは示唆している。
　プロジェクトへのかかわり方としても、企業に雇用されるという方法では
なく、自らプロジェクトを提案して、そのプロジェクトの成功と引換えに報
酬を得るといった働き方があることをDAOは示唆している。
　このようにDAOは既存の制度に対する挑戦状を突きつけており、刺激
的な組織形態である。既存制度に対するアンチテーゼの塊のようなDAO
という組織が社会に受け入れられるようになるには相当な時間がかかる可能



ii

はしがき

性があるが、今後、急速にデジタル化・AI 化していく社会の中では、DAO
という組織形態が活用される余地は大いにあるだろう。
　人間は社会活動をする上で組織を作るが、現在の経済的繁栄をもたらし資
本主義の基盤となっているものが、17世紀に「発明」された株式会社という
組織である。しかし、資本主義は格差の拡大などさまざまな問題を抱えてお
り、行き詰まりや限界を迎えているという見解もある。その見解の当否はと
もかく、ブロックチェーン技術によってもたらされたDAOという新しい
組織形態が、株式会社に匹敵する大発明として、これからの時代において株
式会社に代わる新しい組織として、さまざまな問題を解決できるかもしれな
い。少なくとも、DAOを検討することを通じて、既存の組織を見直し、
アップデートすることは十分考えられるだろう。
　本書が、DAOを使ってプロジェクトを組成・運営しようとする方々が、
DAOを理解し、それを活用するのに少しでも役に立つことがあれば幸いで
ある。また、DAOを利用しない方々でも、DAOを通じ、既存の株式会社、
民主主義、人々の働き方について、新しい視点を提供することができれば幸
いである。
　本書の執筆に当たり、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業の秘書の越
前愛莉さんには、多大な協力をいただいた。また、本書の編集の労をとって
いただいた㈱商事法務の吉野祥子氏には大変お世話になった。この場を借り
て厚く御礼申し上げる。

　2023年11月
� 福岡真之介
� 本柳　祐介
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